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小型家電リサイクルモデル事業について 

平成26年７月30日 

環 境 局 

 

１  事業の概要  

  平成25年４月に「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律」が施行されたことを

受け、環境省が実施する小型電子機器等リサイクルシステム構築実証事業（再資源化事業者提案

型）を活用（５月23日事業採択）し、認定事業者（三井物産㈱）と連携した以下の事業スキーム

により当該モデル事業を実施する。  

 

 

２  事業スキーム  

 

 

 

 

 

 

 

（1）  実施期間 

平成26年９月１日～平成27年３月31日（実証事業）  

※平成27年度以降、市の事業として継続予定としている。  

 

（2）  回収方法 

区役所等の公共施設及び一部の店舗に専用の回収ボックスを設置し、市民が持ち込む方法で

実施する。（公共施設13カ所、民間店舗８カ所、計21カ所）  

青 葉 区（６） 
青葉区役所、宮城総合支所、葛岡リサイクルプラザ、ごみ減量推進課、

ホーマック南吉成店、ウジエスーパー中山店  

宮城野区（２） 宮城野区役所、宮城野環境事業所 

若 林 区（２） 若林区役所、今泉リサイクルプラザ  

太 白 区（７） 
太白区役所、秋保総合支所、太白環境事業所 

ウジエスーパー（袋原店・長町店・西多賀店）  

泉 区（５） 
泉区役所、泉環境事業所、イオン仙台中山店、ホーマック泉店、 

ウジエスーパー明石南店  

回収ボックス（公共施設/民間店舗）  

仙台市（ごみ減量推進課/環境事業所）  認定事業者（三井物産株式会社） 

市民 

 

中間処理  

資 源 化 等 循 環 利 用 

鉄→電炉メーカー  非鉄→精錬業者  

持込  

広報・周知  収集・保管  
引取  
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（3）  回収対象品目 

回収ボックス投入口（30㎝×15㎝）に入る長さ30㎝以下の小型家電製品。  

例：携帯電話、デジタルカメラ、ビデオカメラ、ＣＤプレーヤー、小型ゲーム機、  

  ＡＣアダプター等。（粗大ごみを除く) 

※回収予定量：10～15ｔ/年  

 

 

３  他都市の事例  

 

（1）  政令指定都市の実施状況  

法施行前から実施  ７都市  
京都市、北九州市、福岡市、熊本市、  

神戸市、浜松市、新潟市  

法施行後から実施  ８都市  
札幌市、さいたま市、千葉市、川崎市、  

横浜市、大阪市、相模原市、名古屋市  

未実施  ５都市  

仙台市（９月実施予定）、  

岡山市（平成27年１月実施予定）  

静岡市、堺市、広島市（未定）  

 

 

（2）  東北ブロックの実施状況  

宮城県  独自事業  ・不燃ごみ収集からの選別  女川町  

青森県  一部実証事業  
・ボックス回収  

・不燃ごみ収集からの選別  

青森市、八戸市  

他17市町村  

岩手県  一部実証事業  
・ボックス回収  

・不燃ごみ収集からの選別  

盛岡市  

他５市町村  

秋田県  実証事業  
・ボックス回収  

・不燃ごみ収集からの選別  

横手市  

他18市町村  

山形県  独自事業  
・ボックス回収  

・不燃ごみ収集からの選別  

山形市  

他３市町村  

福島県  独自事業  
・ボックス回収  

・不燃ごみ収集からの選別  

白河市  

他９市町村  

 


